


ご 相 談 将来の判断能力の
低下に備えたい

判断能力があるうちに、支援してもらう
人との間で支援の内容を公正証書で契約
しておき、判断能力が低下したときに任
意後見監督人選任の申立をおこなうこと
によって、すみやかに支援してもらえま
す。任意後見監督人が選ばれるまでの支
援者を任意後見受任者、選ばれてからは
任意後見人といいます。

任意後見人

必ず選任

契約で定めた額

本人・配偶者・四親等内の親族、任意後見受任者

任意後見制度

任意後見契約の概要

現在の判断能力に問題はないが、
将来に備えて契約する方

契約で定めた事項についての代理権

（任意後見人には同意権・取消権はない）

ヒルフェの法人後見について
法人後見とは、支援者（成年後見人等）
が個人ではなく、法人であるものをい
います。
実際の後見事務は、法人から任命され
た事務担当者が行います。
ヒルフェでは、①暴力事案②困窮者事案
③長期的支援が必要な事案等について
ご相談に応じています。
特に③につきましては、親亡き後の支
援を組織として対応できるため、後見
事務の継続性がある（長期にわたる支
援では、個人での受任だと後見人等の
年齢等により継続性の確保が難しい場
合がある）などのメリットがあります。
本人、親族、関係者との面会等を重ね、
法人後見がふさわしいかどうかの検討
をしながら支援してまいります。

任意後見契約
本人の判断能力が低下した時に、何をしてほしいか（法律
行為）を任意後見受任者との間で、あらかじめ契約してお
きます。
内容は①身上保護に関する法律行為（介護契約、施設入所
契約、医療契約の締結や解除など）②財産管理に関する法
律行為（預貯金の管理、払い戻し、不動産などの重要な財
産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除など）につ
いて代理権を与える事項を公正証書で契約します。
なお、この契約は、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申
立をし、任意後見監督人が選任されてから効力が発生します。

継続的見守り契約
判断能力の低下が見られる前に、代理人による見守り事
務を行う契約です。定期的な訪問や電話での確認などに
よる見守りを行います。代理人が依頼内容に沿った仕事
をしているかを監督するのは本人です。

委任契約（財産管理含む）
判断能力の低下が見られる前に、身体的に日常生活を送
ることが難しい場合などに、財産管理などの事務処理を
代理人に依頼する契約です。代理人が依頼内容に沿った
仕事をしているかを監督するのは本人です。

死後事務委任契約
本人が亡くなったあとの事務処理を委任する契約です。
葬儀や諸届、病院や施設の未払費用の支払いなどについ
て委任契約できます。相続手続きと重複する部分もあり
ますので、注意が必要です。

下記図の abc のように、本人の状況に応じて、任意後見
契約と組み合わせることによって継続的に支援を受ける
ことができます。なお、ヒルフェでは死後事務委任の単
独契約はお受けしておりません。

すでに判断能力が低下して
いますぐ支援を受けたい

判断能力が低下したときに、家庭裁判所に後見人等を
選任してもらい、その人に支援してもらいます。
特定の支援者（後見人等の候補者）を同時に申し立て
ることもできます。
申立時の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助
の３つの類型があり、支援者をそれぞれ後見人・保佐
人・補助人といいます。

不　要

原則として必要 原則として不要

成年後見人

全ての法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所が定める
「特定の法律行為」

保　佐　人 補　助　人

必　要

後　見

判断能力を欠く
常況にある方

（日常的に必要な買
い物も自分ではでき
ず誰かに代わって
やってもらう必要が
ある人）

保　佐

判断能力が著しく
不十分な方

（日常的に必要な買い
物程度は自分ででき
るが、不動産、自動車
の売買や自宅の増改
築、金銭の貸し借り等、
重要な財産行為は自
分ではできない人）

補　助

判断能力が
不十分な方

（重要な財産行為で
も、自分でできるか
もしれないが、不安
なので本人の利益
を守るには誰かに
やってもらった方が
よい人）

本人・配偶者・四親等内の親族等
（親族等の申立人がいないときは市区町村長）

本人の支払能力に応じて裁判所が決定

日用品の買い物等は取り消しできない

必要と判断すれば、家庭裁判所が選任

同意権・取消権を与えるには
本人の同意は不要 本人の同意が必要

本人の同意が必要本人の同意は不要

法定後見制度

対象者
 （判断能力
の程度）

本人の法律行為
すべてを取り消し

できる

申立の範囲内で
家庭裁判所が定める
「特定の法律行為」

民法13条１項
各号所定の行為

申立の
本人の同意
医師による
鑑定

支援する人

後見人等
への報酬

支援者の
代理権

後見監督人

裁判所に
申立できる人

支援者の
※同意権・
取消権

対象者
 （判断能力
の程度）

支援する人

後見人等
への報酬

支援者の
代理権

後見監督人

裁判所に
申立できる人

成年後見制度の種類とその内容 成年後見制度の種類とその内容

※重要な法律行為（民法第13条 1項）
①貯金を払い戻すこと ②金銭を貸し付
けること ③金銭を借りたり、保証人に
なること ④不動産などの重要な財産に
関する権利を得たり失ったりする行為
をすること ⑤民事訴訟の原告となって
訴訟行為をすること ⑥贈与、和解、仲
裁合意をすること ⑦相続を承認、放棄
したり、遺産分割をすること ⑧贈与や
遺贈を拒絶したり不利なそれらを受け
ること ⑨新築、改築、増築や大修繕を
すること ⑩民法第 602 条の一定期間
を超える賃貸借契約をすること
※特定の法律行為
預貯金の払い戻し、不動産の売却、介
護契約締結など
※同意権
本人が重要な財産行為等を行う際に保
佐人や補助人がその内容が本人に不利
益でないかを検討して、問題がない場
合に了承する権限
東京家庭裁判所「成年後見申立ての手引き」
H29年 6月より

支援者 任意後見受任者

判断能力あり　　　 　 　　　　　 判断    能力低下　

継続的見守り契約（財産管理なし）

委任契約（財産管理あり）
任意後見
契　　約

死後事務
委任契約

継続的見守り契約 委任契約

任意後見人契 約
締 結本　人
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後見監督人選任の申立て→後見監督人選任・任意後見契約発効


